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福 岡 市 私 道 整 備 助 成 要 綱 実 施 要 領  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 要 領 は 、 福 岡 市 私 道 整 備 助 成 要 綱 （ 以 下 「 要 綱 」

と い う 。 ） の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 助 成 の 対 象 ）  

第 ２ 条   要 綱 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 要 件 の 取 扱 い は 、 そ れ ぞ

れ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

（ １ ）   一 般 交 通 の 用 に 供 し て い る 道 路 と は 、 専 用 道 路 で な く 、

広 く 一 般 市 民 が 生 活 道 路 と し て 利 用 し て い る 道 路 と す る 。  

（ ２ ）   行 き 止 ま り 道 路 （ 袋 小 路 ） の 場 合 は 、 原 則 と し て 当 該

道 路 の 利 用 者 （ 隣 接 居 住 者 ） が 、 ５ 世 帯 以 上 、 叉 は 、  

２ ０ 人 以 上 あ る こ と を 条 件 と す る 。  

（ ３ ）  既 に 助 成 を 受 け て 整 備 さ れ た 道 路 に つ い て は 、 助 成 の

対 象 と し な い 。  

（ 工 事 費 の 単 価 ）  

第 ３ 条   要 綱 第 ７ 条 に 規 定 す る 助 成 金 の 算 定 の 基 礎 と な る 工 事

費 の 単 価 は 、 毎 年 度 道 路 下 水 道 局 長 が 定 め る 。  

（ 現 地 調 査 等 ）  

第 ４ 条   要 綱 第 ８ 条 に 規 定 す る 私 道 整 備 助 成 金 交 付 申 請 書 を 受

理 し た と き は 、 現 地 調 査 を 行 い 、 助 成 対 象 の 可 否 を 審 査

し 、 審 査 の 結 果 適 合 す る も の に つ い て 所 定 の 事 務 処 理 を

進 め る も の と す る 。  

２ ．   当 該 道 路 に 水 道 管 、 ガ ス 管 等 の 埋 設 計 画 が あ る と き は 、

当 該 計 画 の 完 了 を 確 認 し た う え で 所 定 の 事 務 処 理 を 進 め

る も の と す る 。  

３ ．   工 事 の 内 容 に つ い て は 、 現 地 に 適 合 し た 構 造 と な る よ

う 指 導 す る も の と す る 。  
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（ 完 了 検 査 ）  

第 ５ 条   要 綱 第 １ ４ 条 に 規 定 す る 完 了 検 査 は 、 工 事 施 行 者 の 代

表 者 及 び 当 該 工 事 の 請 負 業 者 の 立 会 の う え 行 う も の と す

る 。  

  ２ ．   前 項 の 検 査 は 、 福 岡 市 が 発 注 す る 土 木 工 事 の 検 査 要 領

に 準 じ て 行 う も の と す る 。  

  ３ ．   前 ２ 項 の 規 定 は 、 工 事 の 手 直 し を 命 じ た 場 合 に つ い て

準 用 す る 。  

（ 特 別 助 成 ）  

第 ６ 条   要 綱 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 特 別 助 成 の 必 要 が あ る と き は 、

要 綱 第 ８ 条 に 規 定 す る 私 道 整 備 助 成 金 交 付 申 請 書 の 提 出

に 当 た り 、 同 上 各 号 に 掲 げ る 書 類 の ほ か 福 祉 事 務 所 長 の

保 護 証 明 書 を 添 付 さ せ る も の と す る 。  

  ２ ．   特 別 助 成 の 金 額 は 、 工 事 施 行 者 が 負 担 す べ き 金 額 （ 要

綱 第 ７ 条 に 規 定 す る 工 事 費 総 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 ）

を 負 担 者 の 数 で 除 し て 得 た 金 額 を 限 度 と す る 。  

  （ 附 則 ）  

        こ の 要 領 は 、 昭 和 ５ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

    改  訂  平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日  

   改  訂  平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日  

   改  訂  令 和  ３ 年 ４ 月 １ 日  

   改  訂  令 和  ７ 年 ４ 月 １ 日  

 こ の 要 領 は 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て 廃 止 す る 。

な お 、 終 期 到 来 後 の 継 続 に つ い て は 、 そ の 必 要 性 の 検 証

を 踏 ま え た 上 で 、 終 期 到 来 ま で に 判 断 す る も の と す る 。  


